
医療法人岡谷会 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

      当法人は、医療・介護という職業柄女性の多い事業であり、以前より女性の活躍できる

職場づくりに取り組んできた。女性の管理職登用も進めているところであるが、改善され

ない課題も認められるため、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 令和 3年 4月 1日～令和 8年 3月 31日までの 5 年間 

 

２．内容    

女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 

 

目標１：事務系管理職に占める女性労働者の割合の向上。 

現在 14％だが 30％を目標とする。当面 20％を目指す。 

 

＜対策＞ 

法人の人事育成課題として位置づけ、現状の原因とその効果的な方策を追及、実施する。 

令和３年７月～  経営幹部、事務系職員の意識調査 

令和３年１０月～ 管理職育成のための施策・研修内容の検討 

令和４年４月～  研修実施 

 

職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備 

 

目標２：全事業所の有給休暇取得率を 50％以上とする 

 

＜対策＞ 

2021年度より働き方の見直しを試行している。 

平等に休みが取れるような制度づくりと役職員の意識変革により実現させる。 

令和３年４月～ 働き方の見直し試行開始 

（所定労働時間見直し、年間休日制導入、特別有給休暇制度の見直し） 

令和３年１０月 有給休暇取得実績調査 

  令和４年４月  有給休暇取得実績調査 

  令和４年５月  調査結果の評価 

          必要に応じて対応の検討 

 

以上 


